
小規模企業者支援特別資金

小規模企業者
（中小企業信用保険法第２条第３項に定める）

対象者

2,000万円融資限度額

7年以内返済期間

※県中小企業育成資金（小口）の利率に準じる（R7.4.1現在1.4%以下）融資利率

元金均等割賦償還（据置期間6ヵ月以内）償還方法

1年間 全額利子補給
（運転・設備ともに）

福井銀行・北陸銀行・福邦銀行・福井信用金庫・北國銀行の越前市内の各支店申込先

その他の制度融資、
利子補給制度のご紹介

女性等創業支援資金
利子補給

マル経融資利子補給

「女性、若者/シニア起業家資金」又は
「中小企業経営力強化資金」を受けて
おり、市内で創業済（予定）の女性又
は創業（予定）時において55歳以上の

男性

マル経融資を受けている方対象者

2年間 全額（累計２０万円まで）

1年間
1％ or 支払利子額の1/2

いずれか多い額
運転

利子補給
2年間

1％ or 支払利子額の1/2
いずれか多い額

設備

日本政策金融公庫
武生商工会議所
・越前市商工会

融資申込先

■その他の利子補給制度

※マル経融資は、県の利子補給も受けられます。３

事業に
必要な資金
（運転資金・
設備資金）
を借りたい


